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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計量機の側部に離隔することなく設けられる筐体と、
　前記筐体に収容され、給油に関連する処理を行う、電気部品を備えた電気装置と、を有
し、
　前記電気装置が前記計量機の周囲に定められている、前記計量機からの所定の距離の範
囲である第１の電気部品の配置禁止領域の内側に配置される場合は、
　　該電気装置が、前記計量機のベーパーバリアの位置よりも高い位置に配置されている
、もしくは、
　　該電気装置が備える前記電気部品の位置が、前記計量機のベーパーバリアの位置より
も高い位置となるように配置されており、
　前記電気装置が前記第１の電気部品の配置禁止領域の外側に配置される場合は、
　　該電気装置が、前記計量機の設置面からの所定の高さの範囲である第２の電気部品の
配置禁止領域よりも高い位置に配置されている、もしくは、
　　該電気装置が備える前記電気部品の位置が、前記第２の電気部品の配置禁止領域より
も高い位置に配置されている、釣銭機であって、
　前記電気装置として、硬貨を受け入れて硬貨の釣銭を払い出す硬貨取扱装置と、紙幣を
受け入れて紙幣の釣銭を払い出す紙幣取扱装置と、を有し、
　前記硬貨取扱装置は、前記第１の電気部品の配置禁止領域の内側に配置され、該硬貨取
扱装置が備える前記電気部品の位置が、前記計量機のベーパーバリアの位置よりも高い位
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置に配置され、さらに、該硬貨取扱装置の前記電気部品を内蔵しない部分が、前記計量機
のベーパーバリアの位置よりも低い位置に配置されており、
　前記紙幣取扱装置は、前記第１の電気部品の配置禁止領域の外側、かつ、前記第２の電
気部品の配置禁止領域よりも高い位置に配置されている、釣銭機。
【請求項２】
　前記硬貨取扱装置の硬貨入金口は、前記第１の電気部品の配置禁止領域の内側であって
、前記計量機のベーパーバリアの位置よりも高い位置に設けられ、前記硬貨取扱装置の硬
貨返却口は、前記第１の電気部品の配置禁止領域の内側であって、前記計量機のベーパー
バリアの位置よりも低い位置に設けられており、
　前記紙幣取扱装置の紙幣入金口と紙幣返却口は、前記第１の電気部品の配置禁止領域の
外側であって、前記第２の電気部品の配置禁止領域よりも高い位置に設けられている、請
求項１に記載の釣銭機。
【請求項３】
　前記電気装置として、ＰＯＳ端末装置と電気的に接続され、給油に関する情報の入力を
行う外設機を有し、
　前記外設機は、前記第１の電気部品の配置禁止領域の内側に配置され、前記計量機のベ
ーパーバリアの位置よりも高い位置、かつ、該計量機の側面に最も近接する位置に配置さ
れている、請求項１または２に記載の釣銭機。
【請求項４】
　前記電気装置として、当該釣銭機とは離隔して設けられたインターフォン親機と電気的
に接続されたインターフォン子機をさらに有し、
　前記インターフォン子機は、前記第１の電気部品の配置禁止領域の内側に配置され、前
記計量機のベーパーバリアの位置よりも高い位置、かつ、該計量機の側面に最も近接する
位置に配置されている、請求項３に記載の釣銭機。
【請求項５】
　前記筐体である第１の筐体と、前記計量機の上方に、該計量機と一体または個別に設け
られる第２の筐体と、を有し、
　前記電気装置である第１の電気装置と、前記第２の筐体に収容され、給油に関連する処
理を行う、電気部品を備えた第２の電気装置と、を有し、
　前記第２の電気装置として、ＰＯＳ端末装置と電気的に接続され、給油に関する情報の
入力を行う外設機を有し、
　前記外設機は、前記計量機のベーパーバリアよりも高い位置に配置されている、請求項
１または２に記載の釣銭機。
【請求項６】
　前記第２の電気装置として、当該釣銭機とは離隔して設けられたインターフォン親機と
電気的に接続されたインターフォン子機をさらに有し、
　前記インターフォン子機は、前記計量機のベーパーバリアよりも高い位置に配置されて
いる、請求項５に記載の釣銭機。
【請求項７】
　前記外設機は、タッチパネル付きディスプレイを備えている、請求項３乃至６のいずれ
か一項に記載の釣銭機。
【請求項８】
　単一の前記筐体の奥行方向における表面と裏面の両側にそれぞれ、紙幣入金口と紙幣返
却口ならびに硬貨入金口と硬貨返却口を備えた両面釣銭機である、請求項１乃至７のいず
れか一項に記載の釣銭機。
【請求項９】
　前記硬貨取扱装置は、前記筐体に１台が収容され、少なくとも一部が表面用と裏面用と
で共用するように構成され、
　前記紙幣取扱装置は、前記筐体に表面用の１台と裏面用の１台とが個別に収容されてい
る、請求項８に記載の釣銭機。
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【請求項１０】
　単一の前記筐体の奥行方向における表面と裏面のいずれか一方にのみ、紙幣入金口と紙
幣返却口ならびに硬貨入金口と硬貨返却口を備えた片面釣銭機である、請求項１乃至７の
いずれか一項に記載の釣銭機。　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、釣銭機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルフ給油所をも含む給油所用システムを構成する機器の一つである計量機については
、消防法によって、計量機の設置面からの高さ６００ｍｍまでの範囲、及び、計量機の周
囲６００ｍｍまでの範囲には、電気部品を配置することは禁じられている。計量機とは、
給油機とも称される給油設備である。
【０００３】
　計量機の周囲に電気部品を内蔵する釣銭機等の電気装置を設置する場合、電気装置を高
コスト化および大型化を招来する防爆構造にしない限りは、電気装置を計量機の周囲６０
０ｍｍを超える場所に設置し、かつ、電気装置に内蔵される電気部品を計量機の設置面か
らの高さ６００ｍｍを超える高さ以上に配置しなければならない。即ち、計量機と、設置
しようとする電気装置との間には、６００ｍｍを超える空間が存在することになる。
【０００４】
　特許文献１には、間隔がどの程度であるかは明示されていないが、計量機（給油機）と
釣銭機（入出金装置）との間に間隔を設けた給油所用システムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－３０７０３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に開示された給油所用システムにおいては、計量機と設置しようとする電気
装置としての釣銭機との間に６００ｍｍを超える空間が必要であるため、給油所用システ
ムの省スペース化の点で改善の余地がある。さらに、計量機の周囲に設置される電気装置
が釣銭機である場合、給油の際に、給油を行う者は計量機と釣銭機との間、即ち、６００
ｍｍ以上の距離を移動しなければならない。このため、給油を行う者の移動距離を少なく
することができる構成が望まれる。
【０００７】
　本発明の目的は、上記課題を解決するための技術を提供することにあり、給油を行う者
の利便性に優れた釣銭機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、計量機の側部に隣接して設けられる筐体と、前記筐体に収容され、給
油ならびに給油に伴う精算に関連する処理を行う、電気部品を備えた電気装置と、を有し
、前記電気装置が前記計量機の周囲に定められている電気部品の配置禁止領域内に配置さ
れる場合は、該電気装置が、前記計量機のベーパーバリアの位置よりも高い位置に配置さ
れている、もしくは、該電気装置が備える前記電気部品の位置が、前記計量機のベーパー
バリアの位置よりも高い位置となるように配置されており、前記電気装置が前記計量機の
周囲に定められている電気部品の配置禁止領域外に配置される場合は、該電気装置が、前
記計量機の設置面からの所定の高さよりも高い位置に配置されている、もしくは、該電気
装置が備える前記電気部品の位置が、前記計量機の設置面からの所定の高さよりも高い位
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置に配置されている、釣銭機が得られる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明による釣銭機は、給油を行う者の利便性に優れている。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施形態による釣銭機を示す図であり、（ａ）は上面図、（ｂ）
は正面図、（ｃ）は左側面図、（ｄ）は背面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態による釣銭機の計量機との位置関係を示す上面図である
。
【図３】本発明の第１の実施形態による釣銭機の計量機との位置関係を示す正面図である
。
【図４】本発明の第１の実施形態による釣銭機を示す図であり、（ａ）は扉を開いた状態
の正面図、（ｂ）は扉を閉めた状態の正面図である。
【図５】本発明の第１の実施形態による釣銭機の計量機との位置関係を示す背面図である
。
【図６】本発明の第１の実施形態による釣銭機を示す図であり、（ａ）は扉を閉めた状態
の背面図、（ｂ）は扉を開いた状態の背面図である。
【図７】本発明の第２の実施形態による釣銭機の計量機との位置関係を示す上面図である
。
【図８】本発明の第２の実施形態による釣銭機の計量機との位置関係を示す正面図である
。
【図９】本発明の第３の実施形態による釣銭機を示す図であり、（ａ）は上面図、（ｂ）
は正面図、（ｃ）は左側面図、（ｄ）は背面図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態による釣銭機の計量機との位置関係を示す上面図であ
る。
【図１１】本発明の第３の実施形態による釣銭機を示す図であり、（ａ）は扉を開いた状
態の正面図、（ｂ）は扉を閉めた状態の正面図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態による釣銭機を示す図であり、（ａ）は扉を閉めた状
態の背面図、（ｂ）は扉を開いた状態の背面図である。
【図１３】本発明の第４の実施形態による釣銭機の計量機との位置関係を示す上面図であ
る。
【図１４】本発明の第４の実施形態による釣銭機の計量機との位置関係を示す正面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明に係る釣銭機の実施形態を説明する。
【００１２】
　本発明の実施形態による釣銭機は、給油所に設置される計量機の側部に隣接して設けら
れる筐体と、筐体に収容され、給油ならびに給油に伴う精算に関連する処理を行う、電気
部品を備えた電気装置とを有している。尚、電気装置は、電子装置を含む。
【００１３】
　電気装置が計量機の周囲に定められている電気部品の配置禁止領域内に配置される場合
は、電気装置が、計量機のベーパーバリアの位置よりも高い位置に配置されている。もし
くは、電気装置が備える前記電気部品の位置が、計量機のベーパーバリアの位置よりも高
い位置となるように配置されている。
【００１４】
　他方、電気装置が計量機の周囲に定められている電気部品の配置禁止領域外に配置され
る場合は、電気装置が、計量機の設置面からの所定の高さよりも高い位置に配置されてい
る。もしくは、電気装置が備える電気部品の位置が、計量機の設置面からの所定の高さよ
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りも高い位置に配置されている。
【００１５】
　本実施形態の釣銭機によれば、計量機の側面に離隔することなく設置することが可能で
ある。このため、給油を行う者の移動距離を少なくすることができる。即ち、給油を行う
者の利便性に優れている。
【００１６】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態による釣銭機をさらに詳しく説明する。尚、
図中の符号Ｗは幅方向を示し（左方向Ｗｌ、右方向Ｗｒを含む）、符号Ｈは高さ方向を示
し（下方向Ｈｌ、上方向Ｈｕを含む）、符号Ｄは奥行方向を示している（後ろ方向Ｄｒ、
前方向Ｄｆを含む）。
【００１７】
　［第１の実施形態］
　図１～図６を参照すると、本発明の第１の実施形態の釣銭機１１０は、セルフ給油所用
システムに適用され、計量機の図２、図３中の左側部に隣接して設けられる筐体１０と、
筐体１０に収容され、給油ならびに給油に伴う精算に関連する処理を行う、電気部品を備
えた後述する電気装置とを有している。筐体１０は、前後面がそれぞれ開口した筐体部１
１と、筐体部１１の前側にヒンジ部を中心として開閉可能に取り付けられた扉１２Ａと、
筐体部１１の後ろ側にヒンジ部を中心として開閉可能に取り付けられた扉１２Ｂとを有し
ている。尚、計量機の設置面（図３）上には、ベース部１３が設置され、ベース部１３上
には支持部１４が設置されている。筐体１０は、支持部１４上に設置されている。扉１２
Ａには錠前１５Ａが取り付けられており、扉１２Ｂには錠前１５Ｂが取り付けられている
。
【００１８】
　釣銭機１１０は、両面釣銭機である。図１等に示すように、筐体１０の表面（正面）側
の扉１２Ａに、タッチパネル付きディスプレイ２１Ａ等を有し、給油所の事務所内に設け
られたＰＯＳ（Point Of Sales）端末装置（不図示）と有線および／または無線で電気的
に接続され、給油に関する情報の入力等を行う際に使用する外設機、紙幣入金口３２Ａと
紙幣返却口３４Ａ、硬貨入金口４２Ａと硬貨返却口４４Ａ等を備えている。一方、筐体１
０の裏面（後ろ面）側の扉１２Ｂに、タッチパネル付きディスプレイ２１Ｂ等を有し、前
述したＰＯＳ端末装置と有線および／または無線で電気的に接続され、給油に関する情報
の入力等を行う際に使用する外設機、紙幣入金口３２Ｂと紙幣返却口３４Ｂ、硬貨入金口
４２Ｂと硬貨返却口４４Ｂ等を備えている。
【００１９】
　図２に示すように、釣銭機１１０は、計量機の側面に離隔することなく設置されている
。尚、計量機は、表面と裏面のそれぞれに給油ノズルを備えており、表面と裏面の両側で
給油可能である。
【００２０】
　図３は、計量機（点線で図示）の側面に設置された釣銭機を正面から見た図である。図
中、Ａ－Ａ線は、計量機の設置面からの高さ６００ｍｍの位置を示す線である。Ｂ－Ｂ線
は、計量機の側面から６００ｍｍの位置を示す線である。Ｃ－Ｃ線は、計量機のベーパー
バリアの位置を示す線である。ベーパーバリアとは、固定給油設備の可燃性蒸気流入防止
構造のことであり、計量機に設けられている。その位置は計量機によって異なるが、本例
の場合は、設置面からの高さ９５０ｍｍの位置に設けられている。尚、ベーパーバリアを
超える高さ以上であれば、Ｂ－Ｂ線内の領域、即ち、計量機の側面から６００ｍｍ内であ
っても、防爆構造とすることなく電気部品を内蔵する装置や機器を設置可能である。
【００２１】
　図４は、釣銭機１１０の扉１２Ａを１４０度開いた時の正面図と、釣銭機１１０の扉１
２Ａを閉じている時の正面図である。図４に示すように、釣銭機１１０の筐体１０内には
、電気装置として、外設機２０Ａ、２次元バーコード読取器５１Ａ、プリペイドカード読
取器５２Ａ、非接触式ＩＣカード読取器５３Ａ、精算金額表示装置６０Ａ、インターフォ
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ン子機７０、硬貨回収ボックス４３を備えた硬貨取扱装置４０、紙幣取扱装置３０Ａ、及
び硬貨取扱装置４０と紙幣取扱装置３０Ａを制御する制御装置９０が収容されている。
【００２２】
　外設機２０Ａは、タッチパネル付きディスプレイ２１Ａ、レシートプリンタ２２Ａ、接
触式ＩＣカード読取器２３Ａ、及び人感センサ２４Ａを収容してレシート排出口２２Ａａ
と接触式ＩＣカード挿入口２３Ａａとを有し、給油所用システムのＰＯＳ端末装置（不図
示）と通信可能である。外設機２０Ａは、計量機の左側面に最も近接する位置に配置され
ているため、計量機で給油を行う者は、その表示部（タッチパネル付きディスプレイ２１
Ａ）を視認することが容易である。２次元バーコード読取器５１Ａは２次元バーコードを
読み取り、プリペイドカード読取器５２Ａはプリペイドカードを読み取り、非接触式ＩＣ
カード読取器５３Ａは非接触式ＩＣカードを読み取る。精算金額表示装置６０Ａは、精算
金額を表示する。これらの電気装置はいずれも、外設機２０Ａと通信可能に接続されてい
る。
【００２３】
　インターフォン子機７０は、給油所の事務所内に設置されているインターフォン親機（
不図示）と接続されている。
【００２４】
　硬貨取扱装置４０は、硬貨を受け入れ、硬貨の釣銭を払い出す。紙幣取扱装置３０Ａは
紙幣を受け入れ、紙幣の釣銭を払い出す。
【００２５】
　硬貨取扱装置４０と紙幣取扱装置３０Ａは、どちらも制御装置９０と通信可能に接続さ
れている。硬貨回収ボックス４３は、硬貨取扱装置４０内に収容されている硬貨を落とし
込んで回収するためのものである。
【００２６】
　ここで、硬貨取扱装置４０、インターフォン子機７０、及び制御装置９０は、釣銭機１
１０に１台収容されている。即ち、硬貨取扱装置４０とインターフォン子機７０は、表面
と裏面とで共用する。
【００２７】
　ここで、電気部品を内蔵する外設機２０Ａ、２次元バーコード読取器５１Ａ、プリペイ
ドカード読取器５２Ａ、及び非接触式ＩＣカード読取器５３Ａは、Ｃ－Ｃ線のベーパーバ
リアを超える位置に配置されている。
【００２８】
　硬貨取扱装置４０は、一部がＣ－Ｃ線のベーパーバリアよりも下に位置しているが、内
蔵されている電気部品はＣ－Ｃ線のベーパーバリアを超える位置に配置されている。尚、
Ｃ－Ｃ線のベーパーバリアよりも下に位置している部分は、硬貨の返却口までのガイド等
であり、電気部品は内蔵されていない。また、硬貨取扱装置４０の下に配置されている硬
貨回収ボックス４３には、電気部品は内蔵されていない。
【００２９】
　制御装置９０は、Ｂ－Ｂ線を超える位置で、Ｃ－Ｃ線を超える位置に配置されている。
【００３０】
　紙幣取扱装置３０Ａは、Ｂ－Ｂ線を超える位置で、Ａ－Ａ線を超える位置に配置されて
いる。２次元バーコード読取器５１Ａ、プリペイドカード読取器５２Ａ、及び非接触式Ｉ
Ｃカード読取器５３Ａの下で、硬貨回収ボックス４３の右横の空間部１１ｈには、何も収
容されておらず、電気部品は存在しない。
【００３１】
　また、扉１２Ａよりも下の部分は、フレームが板金によって覆われているだけの何も収
容されていない支持部１４であって、電気部品は存在しない。その下の部分は、支持部１
４が取り付けられているだけのベース部１３であって、やはり電気部品は存在しない。
【００３２】
　図５は、計量機（点線で図示）の側面に設置された釣銭機１１０を裏面から見た図であ
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る。図６は、釣銭機の扉を閉じている時の裏面図と、釣銭機の扉を１４０度開いた時の裏
面図である。図６に示すように、釣銭機１１０の筐体１０内には、裏面用に、電気装置と
して、外設機２０Ｂ、２次元バーコード読取器５１Ｂ、プリペイドカード読取器５２Ｂ、
非接触式ＩＣカード読取器５３Ｂ、精算金額表示装置６０Ｂ、硬貨回収ボックス４３、及
び紙幣取扱装置３０Ｂが収容されている。
【００３３】
　外設機２０Ｂも、外設機２０Ａと同様に、タッチパネル付きディスプレイ２１Ｂ、レシ
ートプリンタ２２Ｂ、接触式ＩＣカード読取器２３Ｂ、及び人感センサ２４Ｂを収容して
レシート排出口２２Ｂａと接触式ＩＣカード挿入口２３Ｂａとを有し、給油所用システム
のＰＯＳ端末装置（不図示）と通信可能である。外設機２０Ｂは、計量機の左側面に最も
近接する位置に配置されているため、計量機で給油を行う者は、その表示部（タッチパネ
ル付きディスプレイ２１Ｂ）を視認することが容易である。２次元バーコード読取器５１
Ｂは２次元バーコードを読み取り、プリペイドカード読取器５２Ｂはプリペイドカードを
読み取り、非接触式ＩＣカード読取器５３Ｂは非接触式ＩＣカードを読み取る。精算金額
表示装置６０Ｂは、精算金額を表示する。これらの電気装置はいずれも、外設機２０Ｂと
通信可能に接続されている。
【００３４】
　硬貨取扱装置４０、インターフォン子機７０、及び制御装置９０は、前述したように、
釣銭機に１台収容されて表面と裏面で共用する。
【００３５】
　外設機２０Ｂ、２次元バーコード読取器５１Ｂ、プリペイドカード読取器５２Ｂ、非接
触式ＩＣカード読取器５３Ｂ、精算金額表示装置６０Ｂ、硬貨回収ボックス４３、及び紙
幣取扱装置３０ＢのＡ－Ａ線、Ｂ－Ｂ線、及びＣ－Ｃ線との位置関係は、図４の表面用の
場合と同様である。図４と図６からわかるように、釣銭機１１０に収容されている表面用
の電気装置の位置と裏面用の電気装置の位置とは、２次元バーコード読取器、プリペイド
カード読取器、及び非接触式ＩＣカード読取器を除き、対称の位置関係にある。
【００３６】
　以上のように、本実施形態の釣銭機１１０は、計量機の側面に離隔することなく設置し
ても、電気部品の配置が禁止されているエリアには電気部品が配置されていないことにな
る。換言すれば、本実施形態の釣銭機１１０は、計量機の側面に離隔することなく設置す
ることが可能である。また、本実施形態の釣銭機１１０は、計量機の側面に離隔すること
なく設置することが可能であるため、計量機の側面から６００ｍｍ離隔して設置しなけれ
ばならない場合に比べ、設置に必要なスペースを少なくすることができる。
【００３７】
　第１の実施形態の釣銭機において、紙幣取扱装置を表面用と裏面用の２台（紙幣取扱装
置３０Ａ、３０Ｂ）、硬貨取扱装置を表面用と裏面用で共用する１台（硬貨取扱装置４０
）を収容している理由は、硬貨取扱装置に比べれば紙幣取扱装置のトラブルの発生率が高
く、紙幣取扱装置３０を表面用と裏面用とで共用する１台とすると、表面と裏面の両方で
給油ができなくなる事態となるため、これを避けるためである。
【００３８】
　尚、第１の実施形態の釣銭機において、紙幣取扱装置と同様に、硬貨取扱装置を、表面
用に１台、裏面用に１台収容するようにしてもよい。また、紙幣取扱装置のトラブルの発
生率が改善されれば、紙幣取扱装置を１台収容し、表面用と裏面用として共用するように
してもよい。
【００３９】
　［第２の実施形態］
　次に、図７と図８とを参照して、第２の実施形態について説明する。
【００４０】
　図７は、計量機（点線で図示）の側面に設置された釣銭機１２０を上面から見た図であ
る。図７に示すように、釣銭機１２０は、筐体部１１と表側の扉１２とから成る筐体１０
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を有し、計量機の左側面に離隔することなく設置されている。尚、計量機は、表面に給油
ノズルを備えており、表面の片側で給油可能である。
【００４１】
　釣銭機１２０は、電気装置として、外設機と、紙幣取扱装置と、硬貨取扱装置と、両装
置を制御する制御装置と、２次元バーコード読取器５１、プリペイドカード読取器５２、
非接触式ＩＣカード読取器５３、及びインターフォン子機７０とを有している。
【００４２】
　図８は、計量機（点線で図示）の側面に設置された釣銭機１２０を正面から見た図であ
る。図８に示すように、本実施形態の釣銭機１２０は、表面側のみに、タッチパネル付き
ディスプレイ２１を有して給油に関する情報の入力等を行う際に使用する外設機、紙幣入
金口３２と紙幣返却口３４、硬貨入金口４２と硬貨返却口４４等を備えた片面釣銭機であ
る。扉１２には錠前１５が取り付けられている。
【００４３】
　本実施形態の外設機も、第１の実施形態の外設機２０Ａ、２０Ｂと同様に、タッチパネ
ル付きディスプレイ２１、レシートプリンタ、接触式ＩＣカード読取器、及び人感センサ
２４を収容してレシート排出口２２ａと接触式ＩＣカード挿入口２３ａとを有し、給油所
用システムのＰＯＳ端末装置（不図示）と通信可能である。本外設機も、計量機の左側面
に最も近接する位置に配置されているため、計量機で給油を行う者は、その表示部（タッ
チパネル付きディスプレイ２１）を視認することが容易である。２次元バーコード読取器
５１は２次元バーコードを読み取り、プリペイドカード読取器５２はプリペイドカードを
読み取り、非接触式ＩＣカード読取器５３は非接触式ＩＣカードを読み取る。精算金額表
示装置６０は、精算金額を表示する。これらの電気装置はいずれも、外設機と通信可能に
接続されている。
【００４４】
　本実施形態の釣銭機１２０は、収容する装置や機器を表面用の１台のみ備えている点で
、第１の実施形態の釣銭機１１０とは異なる。硬貨取扱装置は、表面と裏面とで共用する
ものではなく、表面用としてのみ使用可能である。本実施形態の釣銭機１２０に収容され
ている装置や機器と、上述したＡ－Ａ線、Ｂ－Ｂ線、及びＣ－Ｃ線との位置関係は、図４
に示されている釣銭機１１０の表面用の場合と同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００４５】
　尚、第２の実施形態の釣銭機１２０は、図５に示されている釣銭機１１０の裏面用の場
合と同様のものであってもよい。
【００４６】
　本実施形態の釣銭機１２０においても、計量機の側面に離隔することなく設置しても、
電気部品の配置が禁止されているエリアには電気部品が配置されていないことになる。換
言すれば、本実施形態の釣銭機１２０は、計量機の側面に離隔することなく設置すること
が可能である。また、本実施形態の釣銭機１２０は、計量機の側面に離隔することなく設
置することが可能であるため、計量機の側面から６００ｍｍ離隔して設置しなければなら
ない場合に比べ、設置に必要なスペースを少なくすることができる。
【００４７】
　［第３の実施形態］
　さらに、図９～図１２を参照して、第３の実施形態について説明する。
【００４８】
　図９に示すように、本実施形態の釣銭機１３０は、両面釣銭機である。釣銭機１３０は
、筐体１０の表面（正面）側の扉１２Ａに、紙幣入金口３２Ａと紙幣返却口３４Ａ、硬貨
入金口４２Ａと硬貨返却口４４Ａ等を備えている。一方、筐体１０の裏面（後ろ面）側の
扉１２Ｂに、紙幣入金口３２Ｂと紙幣返却口３４Ｂ、硬貨入金口４２Ｂと硬貨返却口４４
Ｂ等を備えている。
【００４９】
　釣銭機１３０は、給油に関する情報の入力等を行う際に使用する外設機は、筐体１０内
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には収容していない。外設機は、計量機と一体または個別に設けられる第２の筐体に収容
されている（いずれも不図示）。第２の筐体に収容された外設機は、計量機上であって、
ベーパーバリアを超える位置に備えられている（不図示）。
【００５０】
　図１０は、計量機（点線で図示）の側面に設置された釣銭機を上面から見た図である。
図１０に示すように、釣銭機は、計量機の側面に離隔することなく設置されている。尚、
計量機は、表面と裏面のそれぞれに給油ノズルを備えており、表面と裏面の両側で給油可
能である。
【００５１】
　図１１（ａ）は、釣銭機１３０の扉１２Ａを１４０度開いた時の図であり、図１１（ｂ
）は、釣銭機１３０の扉１２Ａを閉じている時の図である。本実施形態の釣銭機１３０は
、筐体１０内に、電気装置として、硬貨回収ボックス４３を備えた硬貨取扱装置４０、紙
幣取扱装置３０Ａ、及び硬貨取扱装置４０と紙幣取扱装置３０Ａを制御する制御装置９０
を収容している。
【００５２】
　本実施形態の釣銭機１３０は、外設機、２次元バーコード読取器、プリペイドカード読
取器、非接触式ＩＣカード読取器、及びインターフォン子機を筐体１０内に収容していな
い点で、第１の実施形態の釣銭機とは異なる。収容されていない外設機、２次元バーコー
ド読取器、プリペイドカード読取器、非接触式ＩＣカード読取器、及びインターフォン子
機を除く他の電気装置と、Ａ－Ａ線、Ｂ－Ｂ線、及びＣ－Ｃ線との位置関係は、図４に示
した第１の実施形態と同様である。
【００５３】
　図１２（ａ）は、釣銭機１３０の扉１２Ｂを閉じている時の図である。図１２（ｂ）は
、釣銭機１３０の扉１２Ｂを１４０度開いた時の図である。本実施形態の釣銭機１３０は
、筐体１０内に、電気装置として、硬貨回収ボックス４３を備えた硬貨取扱装置４０、紙
幣取扱装置３０Ａ、及び制御装置９０に加え、紙幣取扱装置３０Ｂも収容している。紙幣
取扱装置３０Ｂも、硬貨取扱装置４０および紙幣取扱装置３０Ａと同様に、制御装置９０
によって制御される。
【００５４】
　収容されていない外設機、２次元バーコード読取器、プリペイドカード読取器、非接触
式ＩＣカード読取器、及びインターフォン子機を除く他の電気装置と、Ａ－Ａ線、Ｂ－Ｂ
線、及びＣ－Ｃ線との位置関係は、図６に示した第１の実施形態と同様である。
【００５５】
　以上のように、本実施形態の釣銭機１３０は、計量機の側面に離隔することなく設置し
ても、電気部品の配置が禁止されているエリアには電気部品が配置されていないことにな
る。換言すれば、本実施形態の釣銭機１３０は、計量機の側面に離隔することなく設置す
ることが可能である。また、本実施形態の釣銭機１３０は、計量機の側面に離隔すること
なく設置することが可能であるため、計量機の側面から６００ｍｍ離隔して設置しなけれ
ばならない場合に比べ、設置に必要なスペースを少なくすることができる。
【００５６】
　尚、第３の実施形態の釣銭機１３０において、紙幣取扱装置３０と同様に、硬貨取扱装
置を、表面用に１台、裏面用に１台収容するようにしてもよい。また、紙幣取扱装置を１
台のみ収容し、表面用と裏面用として共用するようにしてもよい。
【００５７】
　［第４の実施形態］
　最後に、図１３と図１４とを参照して、第４の実施形態について説明する。
【００５８】
　図１３は、計量機（点線で図示）の側面に設置された釣銭機１４０を上面から見た図で
ある。図１３に示すように、釣銭機１４０は、筐体部１１と表側の扉１２とから成る筐体
１０を有し、計量機の左側面に離隔することなく設置されている。尚、計量機は、表面に
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給油ノズルを備えており、表面の片側で給油可能である。
【００５９】
　図１４は、計量機（点線で図示）の側面に設置された釣銭機１４０を正面から見た図で
ある。図１４に示すように、本実施形態の釣銭機１４０は、表面側のみに、紙幣入金口３
２と紙幣返却口３４、硬貨入金口４２と硬貨返却口４４等を備えた片面釣銭機である。扉
１２には錠前１５が取り付けられている。
【００６０】
　本実施形態の釣銭機１４０は、筐体１０内に収容する電気装置を表面用の１台のみ備え
ている点で、第３の実施形態の釣銭機１３０とは異なる。硬貨取扱装置４０は、表面と裏
面とで共用するものではなく、表面用としてのみ使用可能である。
【００６１】
　また、本実施形態の釣銭機１４０は、電気装置として、紙幣取扱装置と、硬貨取扱装置
と、両装置を制御する制御装置とを、筐体１０内に収容している。一方、釣銭機１４０は
、外設機、２次元バーコード読取器、プリペイドカード読取器、非接触式ＩＣカード読取
器、及びインターフォン子機を筐体１０内に収容していない。
【００６２】
　釣銭機１４０は、給油に関する情報の入力等を行う際に使用する外設機は、計量機と一
体または個別に設けられる第２の筐体に収容されている（いずれも不図示）。第２の筐体
に収容された外設機は、計量機上であって、ベーパーバリアを超える位置に備えられてい
る（不図示）。
【００６３】
　収容されていない外設機、２次元バーコード読取器、プリペイドカード読取器、非接触
式ＩＣカード読取器、及びインターフォン子機を除く他の電気装置と、Ａ－Ａ線、Ｂ－Ｂ
線、及びＣ－Ｃ線との位置関係は、図４に示されている釣銭機１１０の表面用の場合と同
様である。
【００６４】
　尚、第４の実施形態の釣銭機１４０は、図１２に示されている釣銭機１３０の裏面用の
場合と同様のものであってもよい。
【００６５】
　本実施形態の釣銭機１４０においても、計量機の側面に離隔することなく設置しても、
電気部品の配置が禁止されているエリアには電気部品が配置されていないことになる。換
言すれば、本実施形態の釣銭機１４０は、計量機の側面に離隔することなく設置すること
が可能である。また、本実施形態の釣銭機１４０は、計量機の側面に離隔することなく設
置することが可能であるため、計量機の側面から６００ｍｍ離隔して設置しなければなら
ない場合に比べ、設置に必要なスペースを少なくすることができる。
【符号の説明】
【００６６】
　１０　　筐体
　１１　　筐体部
　１２、１２Ａ、１２Ｂ　扉
　１３　　ベース部
　１４　　支持部
　１５、１５Ａ、１５Ｂ　錠前
　２０Ａ、２０Ｂ　外設機
　２１、２１Ａ、２１Ｂ　タッチパネル付きディスプレイ
　２２Ａ、２２Ｂ　レシートプリンタ
　２２ａ、２２Ａａ、２２Ｂａ　レシート排出口
　２３Ａ、２３Ｂ　接触式ＩＣカード読取器
　２３ａ、２３Ａａ、２３Ｂａ　接触式ＩＣカード挿入口
　２４、２４Ａ、２４Ｂ　人感センサ
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　３０Ａ、３０Ｂ　紙幣取扱装置
　４０　　硬貨取扱装置
　４３　　硬貨回収ボックス
　５１、５１Ａ、５１Ｂ　２次元バーコード読取器
　５２、５２Ａ、５２Ｂ　プリペイドカード読取器
　５３、５３Ａ、５３Ｂ　非接触式ＩＣカード読取器
　７０　　インターフォン子機
　９０　　制御装置
【要約】
【課題】給油を行う者の利便性に優れた釣銭機を提供する。
【解決手段】計量機の側部に隣接して設けられる筐体１０と、筐体１０に収容され、電気
部品を備えた電気装置としての外設機２０Ａ、紙幣取扱装置３０Ａ、硬貨取扱装置４０等
とを有し、電気装置が計量機の周囲に定められている電気部品の配置禁止領域内に配置さ
れる場合は、電気装置が、計量機のベーパーバリアの位置よりも高い位置に配置されてい
る、もしくは、電気装置が備える電気部品の位置が、計量機のベーパーバリアの位置より
も高い位置となるように配置されており、電気装置が計量機の周囲に定められている電気
部品の配置禁止領域外に配置される場合は、電気装置が、計量機の設置面からの所定の高
さよりも高い位置に配置されている、もしくは、電気装置が備える電気部品の位置が、計
量機の設置面からの所定の高さよりも高い位置に配置されている、釣銭機。
【選択図】図４

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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